
資料３

第２期播磨町まち・ひと・しごと創生総合戦略　主要施策取組状況一覧

基本目標１　　結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境を創る

番号 担当課 事業名称 事業内容 取組状況（Ｒ6）

1 地域学校教育課
【新規追加】

子ども支援事業

　きめ細やかな指導や一人一人に寄

り添った多様な学びの実現に向け、

生徒指導、不登校関係、発達関係の

支援について効率的・効果的な連携

を図る。

令和６年度より「こども支援センター」を設置。児童生徒の様々な

課題や困りごとに組織的に対応するものである。生徒指導関係、不

登校関係、発達（子育て）関係について、児童生徒本人、その保護

者、また学校教職員に対して適切な助言・指導をチームとなって支

援体制を構築している。

2 こども課
子育て支援施策情報の提

供

　妊娠から出産、出産から就学まで

のそれぞれの段階に応じた施策や、

子育て支援センター、保育園、幼稚

園、及び学校等の施設等の情報を提

供する。

　最新の子育て情報を冊子にまとめた「播磨町子育てガイドブック

すくすくはりまっ子」について、内容更新作業を行っている。この

ガイドブックを母子手帳発行時や保育施設より配布したり、公共施

設・医療機関等に掲示してもらうなど、情報発信を行っている。

　ホームページについては、民間の情報サイトなども参考にしなが

ら、継続して検討を行う。

  こども計画策定にあたって、こども関連事業の情報発信について

改善を求める住民の声も多かったことから、ガイドブック・広報誌

やホームページ以外の手法についても、他市町の事例を参考にしな

がら検討していく。

3 保険課
乳幼児等医療費助成事業

こども医療費助成事業

　0歳から小学3年生までの児童、小

学4年生から中学3年生までの子ども

の健全育成と子育て世帯の経済的負

担の軽減を図るため、医療費を所得

制限なしで無料化している。

令和６年度も引き続き０歳から高校生世代までの医療費を、所得制

限なして無料化とした。今後も継続して、子育て世帯の経済的負担

の軽減に努める。

4 こども課
出産・子育て応援交付金

事業

　全ての妊婦・子育て世帯が安心し

て出産・子育てできるよう、妊娠期

から出産・子育てまで支援につなぐ

とともに、妊娠届出や出生届出をし

た妊婦・子育て世帯等に対し、出

産・子育て応援給付金の支給による

経済的支援を一体的に実施する。

　妊娠された方に対しては出産応援ギフトとして妊娠一回あたり5万

円支給、出産された方に対しては子育て応援ギフトとして児童一人

あたり5万円支給を行っており、経済的支援を行っている。

　支給実績（令和７年１月末現在）

　出産応援ギフト　　227件

　子育て応援ギフト　209件

5 こども課
地域子育てボランティア

を養成

　より身近な地域で相談や情報提供

ができるよう研修等の実施により地

域の子育てボランティアの養成を行

う。

　子育て支援センターで活動している団体と子育てコンシェルジュ

が連携し、子育て支援の情報収集を行い、子育て情報誌の更新へ生

かすことができているため、今後も継続して連携しながら、子育て

ボランティアの育成の方法や活動について検討していく。
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6 こども課 子育て世代包括支援事業

　母子健康手帳交付時に、保健師が

すべての妊婦と面談し、必要に応じ

て関係機関と協力して、支援プラン

を策定し、電話や訪問等で、妊産婦

から子育て世代の親子の支援を行

う。

平成30年5月より子育てアプリ”すくすくはりま”稼働。イベント情

報や健診等の情報をプッシュ通知している。

　登録者　1,196名（令和７年１月末現在）

7 こども課
子育てコンシェルジュの

配置

　子育てコンシェルジュを配置し、

個々の相談に応じ、必要な子育て施

策や施設の状況を提供し、切れ目の

ない子育て支援を行う。

　こども窓口に兼任の保健師等及び子育てコンシェルジュを１名ず

つ継続して配置している。

　子育て相談や保育施設への入所等に関しての相談窓口として、専

任の子育てコンシェルジュが面談や電話にて対応を継続実施してい

る。

　子育て支援センターで実施している「すくすく子育て事業」に

も、子育てコンシェルジュもスタッフとして毎回参加。主任児童

員、小児科医、センター職員とともに、生後１年までの乳児と保護

者の気持ちに寄り添った支援を行っている。

　また、保健師による赤ちゃん相談を子育て支援センターで月２回

実施している。

8 こども課 不妊治療費助成事業

　特定不妊治療については、県の補

助事業に、上乗せする。（令和4年度

まで）一般不妊治療についても、不

妊治療に要した治療費の自己負担分

についての助成を行う。

　不妊治療を受けられた夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、一

般不妊治療費助成事業、特定不妊治療費助成事業及び不育症治療費

助成事業を実施している。

　助成件数（令和７年１月末現在）

　・一般不妊治療費助成件数　　　22件

　・特定不妊治療費助成件数　　　48件

　・不育症治療費助成事業　　　　  0件

9 こども課
妊産婦応援タクシー助成

券の発行

　播磨町内には産婦人科がないた

め、陣痛時に家族がいなくても安心

して町外の病院に通院できるよう、

タクシー事業者に講習を行い、妊婦

にはこうのとりタクシー事業として

タクシー代の助成を行う。

　また、妊産婦応援タクシー事業と

して、妊婦健診や子どもの健診時な

どの外出時に利用するタクシー代の

助成を行う。

　令和５年4月以降に母子手帳を発行された方に対し、妊産婦応援タ

クシー料金助成券を配布している。従前の「はりまこうのとりタク

シー事業」よりも利用回数や利用期間を増やすことで、利用しやす

くなっており、利用件数も増えている。陣痛時のみでなく、妊婦健

診や子どもの健診時等に利用できるため、幅広い妊産婦の負担軽減

になっている。

　妊産婦応援タクシー助成実人数　130人（令和７年１月末現在）
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10 こども課 はりま産後サポート事業

　安心して子育てができるよう、助

産師による授乳相談や乳房マッサー

ジを実施するとともに、医療機関で

行った乳房マッサージ費用に対して

助成を行うことにより、子育て家庭

の経済的な負担の軽減を図る。

　助産師・保健師による専門的な助言指導を実施することで、産婦

のセルフケア及び不安軽減につながっている。

　平成30年度より宿泊型・デイサービス型の産後ケア事業を実施。

　相談件数等（令和７年１月末現在）

　・授乳相談　　　　　　 延38人

　・赤ちゃん相談

　（保健師の相談のみ）　 延192人

　・産後ケア事業

　（アウトリーチ型）        延45件

　（宿泊型）                     実７人　延27日

　（デイサービス型）　　 実34人　延87日

　・乳房ケア費用助成　　　 1件

11 こども課 播磨幼稚園園庭拡張事業

　園児数に対して狭小な園庭を拡充

し、子どもが伸び伸びと遊ぶことの

できるスペースを確保するととも

に、将来実施予定である幼稚園給食

のための配膳室整備用地の整備、保

護者の負担軽減を図るための保護者

送迎用駐車場の整備も併せて実施す

る。

　令和６年度は、隣接する上の池を一部埋め立ておよび園庭拡張の

ための工事を実施するとともに、保護者送迎用駐車場の整備等を進

めている。

12 こども課 幼稚園一時預かり事業

　すべての町立幼稚園・認定こども

園で、就労や通院・介護、保護者の

リフレッシュなど一時的に在園児を

預かることで、安心して子育てがで

きるよう教育時間終了後から午後４

時３０分まで「一時預かり事業」を

実施する。

　幼児教育・保育無償化により、共働き等条件を満たす世帯の一時

預かり保育料も無償化となっている。また、制度の浸透に伴い、

年々利用者が増加している。

　令和７年１月末現在

　・利用園児数（延べ人数）

　播磨　4,140人　蓮池　5,679人　播磨西　3,258人

　・実施日数（長期休業期間含む）

　播磨　 193日　　蓮池　 198日　 播磨西　 188日
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13 健康福祉課 健康はりま21事業

　子どもへの禁煙教育が進められて

いる中で受動喫煙の害を受けている

子どもが多いことを問題視し、子育

て世代の禁煙を推進する。

　禁煙治療に係る費用の一部（上限10,000円）を助成する制度を実

施している。（令和７年１月末現在)

　申請件数６件　治療終了１件

（禁煙治療薬の流通が停止しているものの、申請件数は微増）

　

　令和６年度の申請者の平均年齢は43歳で、年々平均年齢が下がっ

てきている。（比較：令和５年　56.2歳　令和４年　52歳）

禁煙治療費助成事業の情報収集手段は、ホームページ・LINE・広報

誌が多く、禁煙を希望する動機は「治療費の補助が受けられるか

ら」「こどもが生まれるから」が多い。

　若い世代への働きかけとして、母子健康手帳交付時や乳幼児健康

診査時に、受動喫煙の害についてや禁煙治療費助成のチラシをこど

も課より配布している。また、子どもの予防接種未受診勧奨通知に

禁煙治療費助成のチラシを同封したり、広報やLINEで周知啓発をす

る等で、受動喫煙防止に取り組んでいる。

14 地域学校教育課 外国語教育推進事業

　教育課程（英語教育）の見直しに

備え、小中学校への外国人英語指導

助手の派遣体制を構築する。英語教

育の専門家が安定して指導を行うこ

とで、児童・生徒の英語力の向上に

つなげ、教育環境の充実を図る。

　外国語英語指導助手の派遣について、幼稚園・こども園・小学

校・中学校と一貫しての派遣体制を整えている。

　外国語科においては、教員と外国語英語指導助手が授業の中での

役割分担をし、ネイティブスピーカーに触れることにより、児童生

徒の英語力向上に寄与している。

　また、幼稚園・こども園、小学校低学年においては、外国文化や

外国語にふれる活動を取り入れることによって、慣れ親しみ、コ

ミュニケーション能力向上にもつながっている。

15 地域学校教育課

学校情報化推進事業

（GIGAスクールタブレッ

ト端末の整備・活用等）

　ＩＣＴ機器やデジタル教材等を効

果的に活用した、わかりやすく深ま

る授業を実施し、児童生徒に確かな

学力を身につけさせる。また、プロ

グラミング教育を推進し、論理的思

考力と情報活用能力を育成する。ま

た、児童生徒１人１台のタブレット

端末を利用した教育活動を積極的に

行うとともに、学校のＩＣＴ環境の

さらなる整備を推進する。

　令和5年度においては、地域BWAと光回線を敷設することで通信

環境は改善された。1人1台タブレット端末を活用した学習場面は授

業だけでなく、家庭学習においても取り入れている。また、小中学

校での効果的な活用場面や実際の授業モデルを公開し、活用状況の

共有を行うことで、活用推進を図った。また、個に応じた学習とし

て、タブレットドリルを採用し、習熟度に合った学習内容を個別に

提供できるように整備し、各校において活用している。

16 地域学校教育課
医療的ケアのための看護

師配置事業

　医療的なケアが必要な児童に対

し、通学に対する支援や学校への看

護師派遣等を行う。

　障がいがあり、医療的ケアの必要な児童に対して安全に通学でき

るように介護タクシーによる支援を行っている。

　また、血糖値測定や胃ろう注入等の医療的ケアの必要な児童に対

して、安全・安心な学校生活を送るために看護師１名を配置し、主

治医の指示に従って医療的ケアを実施している。
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17 地域学校教育課

中学校部活動地域展開推

進事業

中学校部活動地域展開支

援事業

　休日における部活動の地域移行に

ついて地域活動団体等へ委託する。

　令和５年度から３年間は休日の部

活動地域移行期間であるが、令和１

０年度完全実施に向けて、播磨町の

中学生にとって充実した活動になる

よう推進する。

　運動部活動については、総合型地

域スポーツクラブを中心として競技

スポーツと生涯スポーツを含めた多

様なニーズに柔軟に対応するととも

に、文化部活動については地域活動

団体等と一体となってできる活動組

織の構築に努める。

　中学生が持続可能で適切なクラブライフを享受できる環境整備の

充実に向け、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方等に

関する総合的なガイドライン」に基づいて取組を推進している。し

かしながら、生徒のニーズに合った多種多様なスポーツ・文化芸術

活動の環境整備や、技術指導のみならず生徒心理を理解した専門性

のある指導者をはじめ、公認資格取得に係る講習会の近隣開始等に

よる有資格者の確保、安全で安心して活動できる環境の構築など、

体制面・環境面の整備が喫緊の課題である。

　令和６年度も多数の県市町より視察を受け入れ、運営母体となる

SC２１とも協議を重ね、推進しているところである。

　そして、スポーツ庁および文化庁の部活動地域移行実証事業を受

け、調査研究に鋭意取り組んでいるところである。また、部活動地

域移行推進事業費の一部として企業版ふるさと納税も活用した。

18 地域学校教育課

播磨町学校運営協議会設

置事業（コミュニティス

クール設置）

　播磨町立学校に学校運営協議会を

設置し、保護者や地域住民が学校運

営に参画することで、「地域に開か

れた学校」から一歩踏み出した「地

域とともにある学校」への推進に取

り組む。

　全小中学校に学校運営協議会を設置し、地域コーディネーターを

配置した。各学校運営協議会において、「地域とともにある学校」

を目指し、どのような形で参画できるか協議するとともに、学校教

職員に対して、学校運営協議会についての研修を実施し、「地域と

ともにある学校」について理解を深め、取り組みを推進しつつあ

る。

　各学校においては、防災教育を実施したり、中学校区を単位とし

たマーケットを開催した。

19 協働推進課 結婚新生活支援事業

　結婚に伴う経済的負担を軽減する

ため、町内に居住する新婚世帯に対

し、結婚に伴う新生活のスタート

アップに係る費用を支援する「結婚

新生活支援事業」を創設し、少子化

対策の強化を図る。

内閣府が実施している地域少子化対策重点推進交付金を受け、結婚

新生活支援事業を実施している。令和５年度からは、都道府県主導

型市町村連携コースでの実施となった。

　補助対象世帯は、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫

婦の世帯所得500万円未満の新規に婚姻した世帯で、婚姻に伴う住

宅取得費用又は住宅賃貸借費用、引越費用を補助対象とし、補助上

限額は、1世帯当たり30万円、夫婦ともに29歳以下の場合は60万円

と補助要件が拡充したこともあり、事業の推進に当たり結婚式場や

宅地建物取引業協会等にもフライヤーの配布を継続依頼し、事業の

周知に取組んでいる。

　補助件数　４件（令和７年１月末現在）
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